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(54)【発明の名称】 医療機器使用状況情報収集装置

(57)【要約】
【課題】  医療機器を実際に使用する術者（使用者）の
医療機器に対する技量に関係する情報等を収集できる医
療機器使用状況情報収集装置を提供する。
【解決手段】  各病院２の医療機器としての各内視鏡の
コネクタ２４にはその内視鏡固有の内視鏡ＩＤとその内
視鏡を占有使用する術者の固有の術者ＩＤとを書き込ん
だＩＤメモリ２５が設けられ、内視鏡制御装置１０のＩ
Ｄ検出回路２６で両ＩＤが読み出され、内視鏡装置１０
のＩＤ出力部３７からの装置ＩＤと共に制御回路３５か
らその病院或いは外部の管理装置に内視鏡診断時に送信
して診断時間と共にこれらＩＤを記憶することにより、
術者の医療機器に対する技量に関係する情報等を収集
し、利用できるようにした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  医療機器を使用する医療機器使用者に固
有の使用者固有情報を記憶する使用者固有情報記憶手段
と、
前記使用者固有情報記憶手段に記憶された前記使用者固
有情報を検出する使用者固有情報検出手段と、
前記医療機器の使用状況を医療機器使用状況情報として
検出する医療機器使用状況検出手段と、
前記使用者固有情報検出手段で検出された前記使用者固
有情報と前記医療機器使用状況検出手段で検出された前
記医療機器使用状況情報とを対応して記憶する記憶手段
と、
を具備したことを特徴とする医療機器使用状況情報収集
装置。
【請求項２】  医療機器使用者に固有の使用者固有情報
を記憶する使用者固有情報記憶手段から前記使用者固有
情報を検出する使用者固有情報検出手段工程と、
前記医療機器の使用状況を医療機器使用状況情報として
検出する医療機器使用状況検出工程と、
前記使用者固有情報検出工程で検出された前記使用者固
有情報と前記医療機器使用状況検出工程で検出された前
記医療機器使用状況情報とを対応して記憶する記憶工程
と、
を具備したことを特徴とする医療機器使用状況情報収集
方法。
【請求項３】  第１の医療施設における第１の医療機器
を使用する医療機器使用者に固有の使用者固有情報を記
憶する第１の使用者固有情報記憶手段と、
前記第１の使用者固有情報記憶手段に記憶された前記使
用者固有情報を検出する第１の使用者固有情報検出手段
と、
前記第１の医療施設における前記第１の医療機器の使用
状況を第１の医療機器使用状況情報として検出する第１
の医療機器使用状況検出手段と、
第２の医療施設における第２の医療機器を使用する医療
機器使用者に固有の使用者固有情報を記憶する第２の使
用者固有情報記憶手段と、
前記第２の使用者固有情報記憶手段に記憶された前記使
用者固有情報を検出する第２の使用者固有情報検出手段
と、
前記第２の医療施設における前記第２の医療機器の使用
状況を第２の医療機器使用状況情報として検出する第２
の医療機器使用状況検出手段と、
前記第１の使用者固有情報検出手段で検出された前記使
用者固有情報と前記第１の医療機器使用状況検出手段で
検出された前記医療機器使用状況情報とを対応させると
ともに、前記第２の使用者固有情報検出手段で検出され
た前記使用者固有情報と前記第２の医療機器使用状況検
出手段で検出された前記医療機器使用状況情報とを対応
させて記憶する記憶手段と、
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を具備したことを特徴とする医療機器使用状況情報収集
システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は医療機器の使用状況
の情報を収集する医療機器使用状況情報収集装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】近年、情報に関係する産業の進展は著し
く、医療に関する情報の開示の要望も高まっている。例
えば医療施設としての各病院それぞれで、術者は医療機
器、例えば内視鏡を使用して内視鏡検査を行っている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】従来では、術者が医療
機器を使用（操作）する場合、医療機器の使用状況等は
メンテナンス等のため収集されることがあるが、医療機
器を実際に使用する術者固有の情報を収集していないた
め、術者の医療機器に対する技量等に関係する情報の把
握や、それに関係する情報を開示すること等が困難であ
った。
【０００４】本発明は、上述した点に鑑みてなされたも
ので、医療機器を実際に使用する術者（使用者）の医療
機器に対する技量に関係する情報等を収集できる医療機
器使用状況情報収集装置を提供することを目的としてい
る。
【０００５】
【課題を解決するための手段】医療機器を使用する医療
機器使用者に固有の使用者固有情報を記憶する使用者固
有情報記憶手段と、前記使用者固有情報記憶手段に記憶
された前記使用者固有情報を検出する使用者固有情報検
出手段と、前記医療機器の使用状況を医療機器使用状況
情報として検出する医療機器使用状況検出手段と、前記
使用者固有情報検出手段で検出された前記使用者固有情
報と前記医療機器使用状況検出手段で検出された前記医
療機器使用状況情報とを対応して記憶する記憶手段と、
を具備したことにより使用者固有情報と共に医療機器の
使用状況の情報が収集できるので、使用者の技量などに
関係する情報を開示したり、収集した情報により使用状
況を改善したりすることが容易となる。
【０００６】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。図１ないし図１５は本発明の１実
施の形態に係り、図１は１実施の形態を備えた医療機器
使用状況情報収集システムの全体構成を示し、図２は第
１のＩＤデータ取得例に係り、図２（Ａ）は術者ａが管
理保持している内視鏡群を示し、図２（Ｂ）は術者ｂが
管理保持している内視鏡群を示し、図３は内視鏡のコネ
クタが接続された状態での内視鏡制御装置の内部構成を
示し、図４は第２のＩＤデータ取得例に係り、図４
（Ａ）は術者が把持する操作部に指紋センサを設けた内
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3
視鏡を示し、図４（Ｂ）は操作部を把持した様子を拡大
して示し、図５は図４の内視鏡が接続される内視鏡制御
装置の内部構成を示し、図６は第３のＩＤデータ取得例
に係り、図６（Ａ）は内視鏡制御装置の前面パネルの主
要部の構成を示し、図６（Ｂ）は内視鏡制御装置の主要
部の内部構成を示し、図７は第４のＩＤデータ取得例に
係り、図７（Ａ）はＩＤペンの構成を示し、図７（Ｂ）
はＩＤペンが装着される内視鏡制御装置の主要部の構成
を示し、図８は第５のＩＤデータ取得例に係り、バーコ
ードリーダを備えた内視鏡制御装置の主要部の構成を示
し、図９は本実施の形態における内視鏡制御装置の処理
内容を示し、図１０は病院内データ管理室の管理装置に
よる処理内容を示し、図１１はデータ管理会社内の病院
／メーカ向けデータ管理室の管理装置による処理内容を
示し、図１２は病院内の管理装置により作成されるデー
タベースの項目例を示し図１３はデータ管理会社内の病
院／メーカ向け管理室の管理装置により作成されるデー
タベースの項目例を示し、図１４は病院別内視鏡診断症
例情報及び平均診断時間と、病院別術者平均診断時間情
報を示し、図１５は術者による内視鏡装置、内視鏡の使
用状況情報の例を示す。
【０００７】図１に示すように本発明の第１の実施の形
態を備えた医療機器使用状況情報収集システム１は医療
施設としての複数の病院２（例えば病院Ａ及び病院Ｂ、
…）と通信回線３で接続されたデータ管理会社４と、デ
ータ管理会社４とネットワーク５ａを介して接続された
医療機器メーカ６と、データ管理会社４とネットワーク
５ｂを介して接続された一般家庭７とから構成される。
【０００８】各病院２に設けられた複数（或いは単数）
の内視鏡検査室８には術者により内視鏡検査を行うため
の医療機器としての内視鏡９と、この内視鏡９を駆動制
御する内視鏡制御装置１０及び内視鏡画像を表示するモ
ニタ１１とを備えた内視鏡装置１２が配置されている。
【０００９】また、各病院２のデータ管理室１３には各
内視鏡装置１２と通信回線３で接続され、内視鏡装置１
２の使用状況等を管理するコンピュータ等で構成された
管理装置１４が設けてある。この管理装置１４はハード
ディスク１５等で形成されたデータベースと接続されて
いる。
【００１０】また、データ管理会社４は病院／メーカ向
けデータ管理室１６ａと一般向けデータ管理室１６ｂと
が設けられ、病院／メーカ向けデータ管理室１６ａには
病院２と通信回線３で接続され、病院２の術者による内
視鏡装置１２の使用状況データを収集して使用状況デー
タを管理したり、使用状況データにより内視鏡９等の消
耗度情報を医療機器メーカ６側に提供したりするコンピ
ュータ等で構成された管理装置１７ａが設けてあり、こ
の管理装置１７ａはハードディスク１８ａ等で形成され
たデータベースと接続されている。
【００１１】また、一般向けデータ管理室１６ｂには管
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理装置１７ａ（のデータベース）と専用回線３ｂで接続
され、管理装置１７ａのデータベースからの内視鏡装置
１２の使用状況等の情報を得てその情報に基づく病院２
の内視鏡検査に関する情報を一般に提供するためのデー
タ管理を行う管理装置１７ｂを有し、この管理装置１７
ｂはハードディスク１８ｂ等で形成されたデータベース
と接続されている。
【００１２】病院／メーカ向けデータ管理室１６ａの管
理装置１７ａは通信回線３を介して各病院２の管理装置
１４及び各内視鏡装置１２と接続されると共に、ネット
ワーク５ａを介して医療機器メーカ６のコンピュータ１
９と接続されている。また、一般向けデータ管理室１６
ｂの管理装置１７ｂは、ネットワーク５ｂを介して一般
家庭７の各コンピュータ２０と接続されており、この管
理装置１７ｂのデータベースには、例えば病院／メーカ
向けデータ管理室１６ａの管理装置１７ａのデータベー
スにおける一般に公開しても支障のない情報が蓄積さ
れ、一般家庭７のユーザが自由にアクセスしてその情報
を閲覧できるようにしている。
【００１３】医療機器（ここでは主に内視鏡装置）を実
際に使用する使用者としての術者による使用状況データ
を収集する場合、その術者に固有の識別情報（ＩＤデー
タ）を取得することが必要になり、そのＩＤデータの取
得する方法，手段としていくつかの方法が考えられる。
図２は第１のＩＤデータの取得例の説明図を示す。第１
のＩＤデータの取得例では各術者はその術者専用の内視
鏡を管理（保持）している場合である。
【００１４】この場合には例えば術者（図面ではＤｒと
略記）ａは図２（Ａ）に示す内視鏡９ａ１～９ａ４を管
理保持し、術者ｂは図２（Ｂ）に示す内視鏡９ｂ１～９
ｂ４を管理する。
【００１５】内視鏡９ａ１は体腔内等に挿入される細長
の挿入部２１と、挿入部２１の後端に設けられた操作部
２２と、操作部２２から延出されえたユニバーサルケー
ブル２３と、ユニバーサルケーブル２３の端部に設けら
れたコネクタ２４とから構成され、コネクタ２４は内視
鏡制御装置１０に着脱自在で接続される。なお、他の内
視鏡９ａ２～９ａ４及び内視鏡９ｂ１～９ｂ４も使用す
る部位（例えば気管支用、上部消化管用、大腸用）に応
じて挿入部２１の太さ、長さ、チャンネルの有無等が異
なるがほぼ同様の構成である。
【００１６】コネクタ２４には図３に示すようにその内
視鏡を専用使用する術者のＩＤを書き込んだＩＤメモリ
２５が設けてある。この場合、ＩＤメモリ２５には術者
のＩＤと共に、その内視鏡固有の内視鏡ＩＤも書き込ま
れており、その内視鏡ＩＤから内視鏡の種類（ＴＹＰ
Ｅ）或いは用途も識別できるようにしている（例えば、
内視鏡ＩＤの一部が内視鏡の種類等を示す）。
【００１７】そして、内視鏡制御装置１０に接続するこ
とにより、内視鏡制御装置１０に設けたＩＤ検出回路２



(4) 特開２００２－８５３３３

10

20

30

40

50

5
６により、ＩＤメモリ２５のＩＤ情報（内視鏡ＩＤ、術
者ＩＤ）を検出できるようにしている。
【００１８】内視鏡９ａ１等の内視鏡内には図３に示す
ようにライトガイド２７が挿通され、コネクタ２４を内
視鏡制御装置１０に接続することにより、内視鏡制御装
置１０内のランプ２８からレンズを経て供給される照明
光を伝送して、挿入部２１の先端部の照明窓に取り付け
られた先端面から出射し、患部等の被写体を照明する。
なおランプ２８は電源回路２９からランプ点灯電源が供
給されることにより点灯する。
【００１９】挿入部２１の先端部に設けた観察窓には対
物レンズが設けてあり、その結像位置にはＣＣＤ等の撮
像素子３１（図５参照）が配置されている。この撮像素
子３１は信号線３２によりコネクタ２４の電気接点に接
続されている。そして、電気接点を経て内視鏡制御装置
１０内の映像信号処理回路３３と接続され、この映像信
号処理回路３３により映像信号が生成され、モニタ１１
に出力され、モニタ１１の表示面には内視鏡画像が表示
される。
【００２０】図３に示すように内視鏡制御装置１０の前
面にはランプ点灯スイッチ３４が設けてあり、このラン
プ点灯スイッチ３４を押してＯＮする操作を行うことに
より、制御回路３５はそれを検出して、電源回路２９を
動作状態にしてランプ２８を点灯させる。
【００２１】また、ランプ点灯スイッチ３４は制御回路
３５及びカウンタ３６に接続され、このカウンタ３６は
制御回路３５の制御下で、点灯回数をカウントして制御
回路３５に出力する。なお、内視鏡制御装置１０内には
図示しない時計とタイマが設けてあり、制御回路３５は
そのタイマを動作させることにより時間計測を行うこと
ができる。
【００２２】また、各内視鏡制御装置１０も固有の固有
情報を出力するＩＤ出力部３７を有し、後述のフローチ
ャートで説明するように制御回路３５は内視鏡検査（内
視鏡検診）の開始時に内視鏡制御装置１０の装置ＩＤ、
内視鏡ＩＤ、術者ＩＤ等を病院２の管理装置１４及びデ
ータ管理会社４の管理装置１６ａに通信回線３を介して
送信する。なお、ＩＤ出力部３７は内視鏡制御装置１０
の装置ＩＤの他に、その内視鏡制御装置１０を所有して
いる病院のＩＤ情報も併せて発生するようにしている。
従って、データ管理会社４は通信回線３を介して内視鏡
装置から送信された内視鏡制御装置１０の装置ＩＤを受
信すると、その装置ＩＤの一部などから病院を識別する
ことができる。
【００２３】図４は第２のＩＤデータの取得例の説明図
である。この場合には図４（Ａ）に示すように内視鏡９
の例えば操作部２２で、図４（Ｂ）に示すように術者が
手４１で把持した場合における無理なく指が位置する部
分に、指紋センサ４２が設けてある。
【００２４】図５は図４の内視鏡９を内視鏡制御装置１
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０に接続した場合の構成を示す。内視鏡９側には指紋セ
ンサ４２が設けてあり、指紋センサ４２の出力信号は内
視鏡制御装置１０内のＩＤ検出部４３を構成する指紋検
出回路４４に入力されて指紋情報が検出され、その出力
信号は指紋判別回路４５に入力されて指紋情報から登録
された指紋との比較等によりその指紋を持つ術者が判別
され、その術者ＩＤが制御回路３５に出力される。
【００２５】また、内視鏡９はその内視鏡９の用途を含
む固有の内視鏡ＩＤを書き込んだＩＤメモリ２５′を有
し、このＩＤメモリ２５′の内視鏡ＩＤは内視鏡制御装
置１０のＩＤ検出回路２６′により、読み出され、制御
回路３５に出力される。
【００２６】その他の構成は図３に示した構成と同様で
ある。
【００２７】図６は第３のＩＤデータの取得例の説明図
である。図４では指紋センサ４２を内視鏡９側に設けた
が、この場合には図６（Ａ）に示すように内視鏡制御装
置１０の前面パネルに指紋センサ４２を設けている。こ
の前面パネルにはコネクタ２４が接続されるコネクタ受
け４６、電源スイッチ４７が設けてある。
【００２８】また、内視鏡制御装置１０の内部には図５
の場合と同様に指紋センサ４２の出力信号から術者を識
別してその術者ＩＤを制御回路３５に出力するＩＤ検出
部４３を有する。
【００２９】図７は第４のＩＤデータの取得例の説明図
である。図７（Ａ）に示すように各術者はＩＤペン５１
を携帯保持し、このＩＤペン５１は各術者固有のＩＤを
記憶したＩＤ記憶部５２と、このＩＤ記憶部５２に記憶
したＩＤを読み出して送信する送信部５３と、この送信
部５３に接続されて送信部５３からの高周波信号を電波
として放射するアンテナ５４とを有する。
【００３０】そして、図７（Ｂ）に示すように内視鏡制
御装置１０に設けたペン受け部５５に差し込むように挿
入することにより、ペン受け部５５の底部に設けたセン
サ５６により挿入（差し込まれたこと）を検知した検知
信号を挿入検出回路５７に送る。
【００３１】この挿入検出回路５７は検知信号を受ける
と、送受アンテナ駆動回路５８を駆動して、内視鏡制御
装置１０側のアンテナ５９によりＩＤペン５１側からの
電波を受けて送受アンテナ駆動回路５８に導いて復調さ
れた信号にして、ＩＤ検出回路６０に出力する。このＩ
Ｄ検出回路６０により、術者ＩＤが検出され、制御回路
３５に送られる。
【００３２】図８は第５のＩＤデータの取得例の説明図
である。図８に示すように内視鏡制御装置１０にはバー
コードリーダ６１が接続されており、内視鏡制御装置１
０を使用する術者は各術者専用のカルテ、白衣、ネーム
プレート等に付けたバーコードをバーコードリーダ６１
で読み取ることにより、術者ＩＤを内視鏡制御装置１０
で読みとれるようにしている。
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7
【００３３】バーコードリータ６１はバーコードリータ
駆動回路６２で駆動され、バーコードリータ６１で読み
取られたバーコード情報はバーコードリータ駆動回路６
２を介してＩＤ検出回路６３に入力され、このＩＤ検出
回路６３により、術者ＩＤが検出され、制御回路３５に
送られる。
【００３４】次に本実施の形態を備えた医療機器使用状
況情報収集システム１の作用を図９～１１のフローチャ
ート等を参照して以下に説明する。まず、図９を参照し
て内視鏡装置１２を使用して内視鏡診断を行う場合の処
理を説明する。図１の病院２の内視鏡検査室８の内視鏡
装置１２により術者は患者に対して内視鏡診断を行うた
めに内視鏡制御装置１０の電源をＯＮする。
【００３５】すると、ステップＳ１に示すように内視鏡
制御装置１０の装置用タイマがＯＮし、かつステップＳ
２に示すように内視鏡制御装置（単に装置）始動時刻デ
ータを取得する。ステップＳ１又はＳ２の一方は省略で
きるが、装置の駆動積算時間を得るためにタイマの使用
と共に、装置始動時刻データを取得することにより精度
を高めている。
【００３６】また、ステップＳ３に示すように内視鏡制
御装置１０に接続された内視鏡９から内視鏡制御装置１
０のＩＤ検出回路２６等は内視鏡９のコネクタ２４に設
けられたＩＤメモリ２５等から内視鏡ＩＤの読み取りを
行い、さらにステップＳ４に示すように術者ＩＤの読み
取りも行う。
【００３７】次のステップＳ５で（ランプ）点灯スイッ
チ３４がＯＮされているかの判断を行い、点灯スイッチ
３４がＯＮされていないとＯＮされるのを待ち、ＯＮさ
れると、次のステップＳ６で内視鏡用タイマをＯＮし、
かつカウンタ３６により点灯回数を１つ増加させる（ス
テップＳ７）。なお、点灯回数を計測することにより、
その点灯回数は、ランプ２８の寿命を判断する情報とし
て利用される。
【００３８】そして、次のステップＳ８で例えば３分以
上点灯されているかの判断を行い、３分未満であると試
験的な点灯であると判断し、ステップＳ９で内視鏡用タ
イマをリセットして、ステップＳ５に戻り、３分以上点
灯されていると、ステップＳ１０で診断開始時刻データ
を取得する。この場合、診断開始時刻データは現在の時
刻から３分を引いた時刻データとなる。
【００３９】そして、ステップＳ１１で病院２の管理装
置１４とデータ管理会社４の管理装置１７ａに内視鏡診
断開始データを送信する。この場合、内視鏡制御装置１
０の制御回路３５はＩＤ出力部３７による装置ＩＤ、Ｉ
Ｄ検出回路２６等で検出した内視鏡ＩＤ、術者ＩＤ、装
置始動時刻／診断開始時刻などの内視鏡診断開始データ
を送信する。
【００４０】次のステップＳ１２で点灯スイッチ３４が
ＯＦＦにされたかを判断し、ＯＦＦにされていないとＯ
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ＦＦになるのを待ち、ＯＦＦにされると、ステップＳ１
３で内視鏡用タイマをストップし、かつ診断終了時刻デ
ータを取得する（ステップＳ１４）。
【００４１】そして、ステップＳ１５で上記管理装置１
４及び１７ａに内視鏡診断終了データ（具体的には診断
終了時刻／診断時間）を送信する。また、ステップＳ１
６で内視鏡用タイマをリセットする。
【００４２】次のステップＳ１７で次の診断を継続して
行うかの判断を求め、術者により継続の診断を選択した
場合にはステップＳ１８で内視鏡ＩＤの読み取りと、ス
テップＳ１９の術者ＩＤの読み取りを行ってステップＳ
５に戻り、点灯スイッチがＯＮされるの待って次の診断
を行う。
【００４３】一方、次の診断を継続して行わないを選択
した場合にはステップＳ２０で電源スイッチがＯＦＦさ
れるのを待ち、ＯＦＦされると、ステップＳ２１で装置
用タイマをストップし、次のステップＳ２２で装置終了
時刻データを取得し、さらに次のステップＳ２３で管理
装置１４及び１７ａに装置データの送信を行う。この装
置データとしては、装置ＩＤ、点灯回数、使用終了時
刻、装置使用時間のデータである。
【００４４】管理装置１４及び１７ａに装置データの送
信を行った後、ステップＳ２４で装置用タイマをリセッ
トする。そして内視鏡制御装置１０の電源ＯＦＦでこの
内視鏡診断の処理を終了する。
【００４５】図１０は病院２内のデータ管理室１３にお
ける管理装置１４による処理内容を示す。管理装置１４
が動作状態になると、データ受信処理が開始し、ステッ
プＳ３１に示すようにデータの受信待ちとなる。そし
て、データを受信すると、ステップＳ３２に示すように
管理装置１４の時刻データを取得する。そして、ステッ
プＳ３３で受信したデータが診断開始データかを判断す
る。
【００４６】診断開始データでないと判断すると、ステ
ップＳ３７に移り、診断開始データであると判断した場
合には、ステップＳ３４でデータを送信した内視鏡装置
１２の判別、より詳しくは内視鏡装置１２を構成する内
視鏡制御装置１０の判別を行う。そして、次のステップ
Ｓ３５でＩＤ情報含む診断開始データを管理装置１４の
データベースに登録する。具体的には、診断開始データ
として装置ＩＤ、内視鏡ＩＤ、術者ＩＤ、装置始動時
刻、診断開始時刻のデータをリンクして登録する。ま
た、ステップＳ３６に示すように管理装置時刻データを
データベースに登録してステップＳ３７の診断終了デー
タかの判断を行う。
【００４７】診断終了データでないと判断すると、ステ
ップＳ４４の装置データかどうかの判断に移り、診断終
了データであると判断した場合には、ステップＳ３８で
データを送信した内視鏡装置１２を構成する内視鏡制御
装置１０の判別を行う。そして、次のステップＳ３９で
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診断終了データを管理装置１４のデータベースに登録す
る。具体的には、診断終了データとして診断終了時刻、
診断時間（Ｔ１）のデータを登録する。
【００４８】また、ステップＳ４０で管理装置時刻デー
タをデータベースに登録し、さらにステップＳ４１で管
理装置時刻データに基づく診断時間（Ｔ２）を演算し、
次のステップＳ４２で｜Ｔ２－Ｔ１｜＞５分かの判断を
行う。そして、この条件に該当しないと、ステップＳ４
４に移り、｜Ｔ２－Ｔ１｜＞５分の条件を満たすと警告
をした（ステップＳ４３）後、ステップＳ４４に移る。
つまり、内視鏡制御装置１０から送られてきた診断時間
と管理装置１４に基づく時間で所定時間、例えば５分以
上の誤差がある場合には警告する。
【００４９】ステップＳ４４では受信したデータが装置
データか否かの判断を行い、装置データでないと、ステ
ップＳ５１の受信処理終了のデータかの判断に移り、装
置データであると判断した場合には、ステップＳ４５で
データを送信した内視鏡装置１２を構成する内視鏡制御
装置１０の判別を行う。そして、次のステップＳ４６で
装置データを管理装置１４のデータベースに登録する。
具体的には、点灯回数、装置使用終了時刻（Ｔ３）、装
置使用時間のデータを登録する。
【００５０】また、ステップＳ４７で管理装置時刻デー
タをデータベースに登録し、さらにステップＳ４８で管
理装置時刻データに基づく装置使用時間（Ｔ４）を演算
し、次のステップＳ４９で｜Ｔ４－Ｔ３｜＞５分かの判
断を行い、この条件に該当しないと、ステップＳ５１に
移り、｜Ｔ４－Ｔ３｜＞５分の条件を満たすと警告をし
た（ステップＳ５０）後、ステップＳ５１に移る。
【００５１】ステップＳ５１では受信処理が終了かを判
断し、診断開始データなどを受信した内視鏡装置全てか
ら装置データが送信された場合には終了と判断し、終了
でないと判断すると、ステップ３１に戻り、データ受信
を待つ。
【００５２】図１１はデータ管理会社４内の病院／メー
カ向け管理室１６ｂの管理装置１７ａによる処理内容を
示す。図１１の処理内容は図１０の処理において、ステ
ップＳ３４、Ｓ３８、Ｓ４５の内視鏡（制御）装置の判
別の代わりに、病院２の判別を行う点が異なる。
【００５３】具体的に説明すると以下のようになる。管
理装置１７ａが動作状態になると、データ受信処理が開
始し、ステップＳ６１に示すようにデータの受信待ちと
なる。そして、データを受信すると、ステップＳ６２に
示すように管理装置１７ａの時刻データを取得する。そ
して、ステップＳ６３で受信したデータが診断開始デー
タかを判断する。
【００５４】診断開始データでないと判断すると、ステ
ップＳ６７に移り、診断開始データであると判断した場
合には、ステップＳ６４でデータを送信した病院２の判
別を行う。例えばその病院２の内視鏡装置１２を構成す

10
る内視鏡制御装置１０の装置ＩＤからその装置ＩＤをも
つ病院２の判別を行う。そして、次のステップＳ６５で
ＩＤ情報含む診断開始データを管理装置１７ａのデータ
ベースに登録する。具体的には、診断開始データとして
装置ＩＤ、内視鏡ＩＤ、術者ＩＤ、装置始動時刻、診断
開始時刻のデータをリンクして登録する。そして、病院
２毎のデータベースを作成する。また、ステップＳ６６
に示すように管理装置時刻データをデータベースに登録
してステップＳ６７の診断終了データかの判断を行う。
【００５５】診断終了データでないと判断すると、ステ
ップＳ７４の装置データの判断に移り、診断終了データ
であると判断した場合には、ステップＳ６８でデータを
送信した病院２の判別を行う。そして、次のステップＳ
６９で診断終了データを管理装置１７ａのデータベース
に登録する。具体的には、診断終了データとして診断終
了時刻、診断時間（Ｔ１）のデータを登録する。
【００５６】また、ステップＳ７０で管理装置時刻デー
タをデータベースに登録し、さらにステップＳ７１で管
理装置時刻データに基づく診断時間（Ｔ２）を演算し、
次のステップＳ７２で｜Ｔ２－Ｔ１｜＞５分かの判断を
行う。そして、この条件に該当しないと、ステップＳ７
４に移り、｜Ｔ２－Ｔ１｜＞５分の条件を満たすと警告
をした（ステップＳ７３）後、ステップＳ７４に移る。
つまり、病院側から送られてきた診断時間と管理装置１
７ａに基づく時間で所定時間、例えば５分以上の誤差が
ある場合には警告する。
【００５７】ステップＳ７４では受信したデータが装置
データか否かの判断を行い、装置データでないと、ステ
ップＳ８１に移り、装置データであると判断した場合に
は、ステップＳ７５でデータを送信した病院２の判別を
行う。そして、次のステップＳ７６で装置データを管理
装置１７ａのデータベースに登録する。具体的には、点
灯回数、装置使用終了時刻（Ｔ３）、装置使用時間のデ
ータを登録する。
【００５８】また、ステップＳ７７で管理装置時刻デー
タをデータベースに登録し、さらにステップＳ７８で管
理装置時刻データに基づく装置使用時間（Ｔ４）を演算
し、次のステップＳ７９で｜Ｔ４－Ｔ３｜＞５分かの判
断を行い、この条件に該当しないと、ステップＳ８１に
移り、｜Ｔ４－Ｔ３｜＞５分の条件を満たすと警告をし
た（ステップＳ８０）後、ステップＳ８１に移る。
【００５９】ステップＳ８１では受信処理が終了かを判
断し、診断開始データなどを受信した病院２全てから装
置データが送信された場合には終了と判断し、終了でな
いと判断すると、ステップ６１に戻り、データ受信を待
つ。
【００６０】図１２は病院２内の管理装置１４により作
成されるデータベースの１例を示す。データベースを作
成する際の項目を図１２（Ａ）に示し、装置ＩＤ、診断
開始時刻、…、装置使用時間（管理装置での）等の項目
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がある。
【００６１】そして、診断開始データ受信時には図１２
（Ｂ）に示すように網掛け状の部分の項目が入力され
る。また、診断終了データ受信時には図１２（Ｃ）に示
すように網掛け状の部分の項目が入力される。また、装
置データ受信時には図１２（Ｄ）に示すように網掛け状
の部分の項目が入力される。
【００６２】また、データ管理会社４内の病院／メーカ
向け管理室１６ｂの管理装置１７ａにより作成されるデ
ータベースの項目を図１３に示す。図１３のデータベー
スの項目は例えば図１２（Ａ）の項目にさらに病院ＩＤ
の項目を付加したものと同じである。
【００６３】また、図１４はデータ管理会社４で作成さ
れたデータベースに基づいて作成された情報を示し、図
１４（Ａ）は病院別内視鏡診断症例情報と平均診断時間
を示し、図１４（Ｂ）は病院別術者平均診断時間情報を
示す。
【００６４】図１４（Ａ）に示す各病院の診断症例数と
平均診断時間を公開することにより、各病院２はその病
院に所属する術者の技術レベルを把握する情報として利
用できる。
【００６５】また、一般向けデータ管理室１６ｂの管理
装置１７ｂのデータベースに登録することにより、一般
家庭２０は各病院２の内視鏡診断症例情報と平均診断時
間を参照して、それらの情報から診断に訪れようとする
病院２を選択して診断を受けることができる。
【００６６】また、図１４（Ｂ）の病院別術者平均診断
時間情報により、各病院２は術者の診断時間のバラツキ
などを把握でき、改善などする資料にすることができ
る。また、この情報を一般向けデータ管理室１６ｂの管
理装置１７ｂのデータベースに登録することにより、一
般家庭２０は各病院２における術者の診断時間のバラツ
キなどを把握でき、診断を受ける病院を選択する資料と
して利用できる。
【００６７】また、図１５は術者による内視鏡装置、内
視鏡の使用状況情報の例を示す。これは例えばデータ管
理会社・病院からの情報である。図１５（Ａ）は例えば
Ｃ病院における内視鏡装置使用積算時間を示し、図１５
（Ｂ）は内視鏡使用積算時間を示す。
【００６８】図１５（Ａ）の場合には、内視鏡装置がほ
ぼバランス良く使用されている適切な使用状態であるこ
とが明確になる。そのＣ病院としては、この情報からバ
ランス良く使用されているか否かを判断でき、例えばバ
ランスが崩れて使用されている場合には、その不適切な
使用状況の理由を調べる等により改善する情報として利
用できる。また、メーカ側はメンテナンスの見極めに利
用できる。
【００６９】図１５（Ｂ）の情報から各術者が内視鏡を
バランス良く使用しているか、特定の内視鏡を偏って使
用しいるかが簡単に分かる。図１５（Ｂ）の具体例では
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術者ｃ１は特定の内視鏡を偏重して使用していることが
分かる。これに対し、術者ｃ２、ｃ３はあまり偏重して
使用していない。
【００７０】これらの原因を調べることにより、内視鏡
の使用をバランス良く使用する状態に改善する資料とす
ることができる。
【００７１】また、ＴＹＰＥ４の内視鏡は、いずれの術
者にも使用される頻度が小さいので、例えばそのＣ病院
では常備設備から外す等の資料にしたり、他でより使用
頻度の高いと予想されるＴＹＰＥの内視鏡に変更する等
の資料として利用できる。また、メーカ側は使用頻度が
低い原因を調べてそれを改善することにより、より使用
し易い或いは使用頻度を高くできる内視鏡に改良等する
資料に利用できる。
【００７２】なお、図１４（Ａ）では内視鏡診断症例数
の１例を示しているが、さらに内視鏡のタイプを識別し
て、（気管支、上部消化管、下部消化管等の）用途別の
内視鏡診断症例数を開示するようにしても良い。このよ
うにすると、一般市民は診断を受ける場合に、症例数が
豊富な病院等を知ることができる。また、図１４（Ｂ）
においても、用途別での術者の平均診断時間を開示する
ようにしても良い。
【００７３】このように本実施の形態によれば、医療機
器としての例えば内視鏡を使用する術者の固有の術者固
有識別情報と共にその術者により使用される医療機器固
有識別情報とを検出してそれらの情報と共に、実際の使
用時間等を記憶するようにしているので、各術者による
各医療機器の使用状況等の医療機器の技量等に関係する
情報が容易に得られ、その情報から術者の技量の向上に
利用したり、適切に医療機器が使用されるように改善し
たり、また一般に開示した情報により、診断を受けよう
とする一般市民等は術者に関する情報からより好ましい
と推測できる術者等が所属する病院等を選択するが可能
となる。
【００７４】［付記］
１．医療機器を使用する医療機器使用者に固有の使用者
固有情報を記憶する使用者固有情報記憶手段と、前記使
用者固有情報記憶手段に記憶された前記使用者固有情報
を検出する使用者固有情報検出手段と、前記医療機器の
使用状況を医療機器使用状況情報として検出する医療機
器使用状況検出手段と、前記使用者固有情報検出手段で
検出された前記使用者固有情報と前記医療機器使用状況
検出手段で検出された前記医療機器使用状況情報とを対
応して記憶する記憶手段と、を具備したことを特徴とす
る医療機器使用状況情報収集装置。
【００７５】２．医療機器使用者に固有の使用者固有情
報を記憶する使用者固有情報記憶手段から前記使用者固
有情報を検出する使用者固有情報検出手段工程と、前記
医療機器の使用状況を医療機器使用状況情報として検出
する医療機器使用状況検出工程と、前記使用者固有情報
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検出工程で検出された前記使用者固有情報と前記医療機
器使用状況検出工程で検出された前記医療機器使用状況
情報とを対応して記憶する記憶工程と、を具備したこと
を特徴とする医療機器使用状況情報収集方法。
【００７６】３．第１の医療施設における第１の医療機
器を使用する医療機器使用者に固有の使用者固有情報を
記憶する第１の使用者固有情報記憶手段と、前記第１の
使用者固有情報記憶手段に記憶された前記使用者固有情
報を検出する第１の使用者固有情報検出手段と、前記第
１の医療施設における前記第１の医療機器の使用状況を
第１の医療機器使用状況情報として検出する第１の医療
機器使用状況検出手段と、第２の医療施設における第２
の医療機器を使用する医療機器使用者に固有の使用者固
有情報を記憶する第２の使用者固有情報記憶手段と、前
記第２の使用者固有情報記憶手段に記憶された前記使用
者固有情報を検出する第２の使用者固有情報検出手段
と、前記第２の医療施設における前記第２の医療機器の
使用状況を第２の医療機器使用状況情報として検出する
第２の医療機器使用状況検出手段と、前記第１の使用者
固有情報検出手段で検出された前記使用者固有情報と前
記第１の医療機器使用状況検出手段で検出された前記医
療機器使用状況情報とを対応させるとともに、前記第２
の使用者固有情報検出手段で検出された前記使用者固有
情報と前記第２の医療機器使用状況検出手段で検出され
た前記医療機器使用状況情報とを対応させて記憶する記
憶手段と、を具備したことを特徴とする医療機器使用状
況情報収集システム。
【００７７】４．付記３の医療機器使用状況情報収集シ
ステムであって、さらに、前記記憶手段に記憶された情
報に基づき、前記第１および第２の医療施設における前
記医療機器の使用状況情報を出力可能な使用状況情報出
力手段を有することを特徴とする。
５．付記１の医療機器使用状況情報収集装置、または付
記３の医療機器使用状況情報収集システムであって、さ
らに、前記記憶手段に記憶された情報に基づき、医療機
器使用者に対する前記医療機器の使用状況情報を出力可
能な使用状況情報出力手段を有することを特徴とする。
【００７８】６．付記１の医療機器使用状況情報収集装
置、または付記３の医療機器使用状況情報収集システム
であって、さらに、前記記憶手段に記憶された情報に基
づき、特定の前記医療機器に対する前記医療機器使用者
の使用状況情報を出力可能な使用状況情報出力手段を有
することを特徴とする。
７．付記１の医療機器使用状況情報収集装置、または付
記３の医療機器使用状況情報収集システムであって、前
記（第１及び第２の）使用者固有情報検出手段は医療機
器使用者が占有して使用する医療機器に設けたメモリ、
又は医療機器を把持する把持部分に設けた医療機器使用
者の指紋を検出するセンサ、又は医療機器使用者が携帯
保持し、使用者固有情報を書き込んだペン、又は医療機*
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*器使用者の白衣、ネームプレート等に付けた使用者固有
情報を書き込んだバーコードを有する。
８．付記１の医療機器使用状況情報収集装置、または付
記３の医療機器使用状況情報収集システムであって、前
記記憶手段は前記（第１及び第２の）使用者固有情報検
出手段と通信回線を介して接続される。
【００７９】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、医
療機器を使用する医療機器使用者に固有の使用者固有情
報を記憶する使用者固有情報記憶手段と、前記使用者固
有情報記憶手段に記憶された前記使用者固有情報を検出
する使用者固有情報検出手段と、前記医療機器の使用状
況を医療機器使用状況情報として検出する医療機器使用
状況検出手段と、前記使用者固有情報検出手段で検出さ
れた前記使用者固有情報と前記医療機器使用状況検出手
段で検出された前記医療機器使用状況情報とを対応して
記憶する記憶手段と、を具備しているので、使用者固有
情報と共に医療機器の使用状況の情報が収集できるの
で、使用者の技量などに関係する情報を開示したり、収
集した情報により使用状況を改善したりすることが容易
となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１実施の形態を備えた医療機器使用状
況情報収集システムの全体構成図。
【図２】第１のＩＤデータ取得例に係り、図２（Ａ）は
術者ａが管理保持している内視鏡群を示し、図２（Ｂ）
は術者ｂが管理保持している内視鏡群を示す。
【図３】内視鏡のコネクタが接続された状態での内視鏡
制御装置の内部構成を示すブロック図。
【図４】第２のＩＤデータ取得例に係り、図４（Ａ）は
術者が把持する操作部に指紋センサを設けた内視鏡を示
し、図４（Ｂ）は操作部を把持した様子を拡大して示す
図。
【図５】図４の内視鏡が接続される内視鏡制御装置の内
部構成を示すブロック図。
【図６】第３のＩＤデータ取得例に係り、図６（Ａ）は
内視鏡制御装置の前面パネルの主要部を示し、図６
（Ｂ）は内視鏡制御装置の主要部の内部構成を示す図。
【図７】第４のＩＤデータ取得例に係り、図７（Ａ）は
ＩＤペンの構成を示し、図７（Ｂ）はＩＤペンが装着さ
れる内視鏡制御装置の主要部の構成を示す図。
【図８】第５のＩＤデータ取得例に係り、バーコードリ
ーダを備えた内視鏡制御装置の主要部の構成を示すブロ
ック図。
【図９】本実施の形態における内視鏡制御装置の処理内
容を示すフローチャート図。
【図１０】病院内データ管理室の管理装置による処理内
容を示すフローチャート図。
【図１１】データ管理会社内の病院／メーカ向けデータ
管理室の管理装置による処理内容を示すフローチャート
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図。
【図１２】病院内の管理装置により作成されるデータベ
ースの項目例を示す図。
【図１３】データ管理会社内の病院／メーカ向け管理室
の管理装置により作成されるデータベースの項目を示す
図。
【図１４】病院別内視鏡診断症例情報及び平均診断時間
と、病院別術者平均診断時間情報を示す図。
【図１５】術者による内視鏡装置、内視鏡の使用状況情
報の例を示す図。
【符号の説明】
１…医療機器使用状況情報収集システム
２…病院
３…通信回線
４…データ管理会社
５ａ、５ｂ…ネットワーク
６…医療機器メーカ
７…一般家庭
８…内視鏡検査室
９…内視鏡
１０…内視鏡制御装置
１１…モニタ
１２…内視鏡装置 *
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*１３…データ管理室
１４…管理装置
１５…ハードディスク
１６ａ…病院／マーカ向けデータ管理室
１６ｂ…一般向けデータ管理室
１７ａ，１７ｂ…管理装置
１８ａ，１８ｂ…ハードディスク
１９，２０…コンピュータ
２４…コネクタ
２５…ＩＤメモリ
２６…ＩＤ検出回路
２７…ライトガイド
２８…ランプ
３１…撮像素子
３３…映像信号処理回路
３４…ランプ点灯スイッチ
３５…制御回路
３６…カウンタ
３７…ＩＤ出力部
４２…指紋センサ
４３…ＩＤ検出部
４４…指紋検出回路
４５…指紋判別回路

【図２】 【図８】
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解决的问题：提供一种医疗设备使用状态信息收集设备，该设备能够收
集与实际相对于该医疗设备使用医疗设备的操作员（用户）的技能有关
的信息。 解决方案：作为每个医院2的医疗设备的每个内窥镜的连接器
24都具有该内窥镜唯一的内窥镜ID和唯一使用该内窥镜的操作者唯一的
外科医生ID。 设置有写入的ID存储器25，由内窥镜控制装置10的ID检测
电路26读取两个ID，从内窥镜装置10的ID输出单元37和医院的控制电路
35读取设备ID。 通过在内窥镜诊断时将它们发送到外部管理装置并将这
些ID与诊断时间一起存储，可以收集和使用与医疗设备的操作者的技能
有关的信息。
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